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元となる根拠

○学習指導要領

○横浜教育ビジョン２０３０

○横浜市教育振興基本計画

・社会に開かれた教育課程の実現

・【計画期間】

４年間：2022（令和４）年度～2025（令和７）年度

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ここでは根拠になるものとして大きく3つ示しています。
学習指導要領では「社会に開かれた教育課程」実現にむけて
示されています。
横浜教育ビジョン2030の具現化に向けたアクションプランとして
今後進める施策や取り組みを横浜市教育振興基本計画に定めています。

この後詳しく説明していきます。






社会に開かれた教育課程の実現に向けて

（1）社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育
を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程
を介してその目標を社会と共有していくこと。

（3）教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用
したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を
図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すと
ころを社会と共有・連携しながら実現させること。

（2）これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界
に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくため
に求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明
確化し育んでいくこと。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「社会に開かれた教育課程」実現にむけて

３つのポイントの内容がここに書かれていますが

よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有
それぞれの学校において，必要な学習内容をどのように学び
どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら
社会との連携及び協働によりその実現を図っていく

ということが学習指導要領において示されています。








「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」

【横浜の教育が目指す人づくり】

【横浜の教育が育む力】

開
未来を
開く志

【横浜の教育の方向性】

①子どもの可能性を広げます ②魅力ある学校をつくります

③豊かな教育環境を整えます ④社会全体で子どもを育みます
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横浜教育ビジョン2030

「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」

【横浜の教育が目指す人づくり】

【横浜の教育が育む力】

知
生きて

はたらく知

徳
豊かな心

体
健やかな体

公
公共心と
社会参画

横浜教育ビジョン2030

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「横浜教育ビジョン２０３０」には、横浜の教育が目指す人づくり、横浜の教育が育む力、横浜の教育の方向性の３つの柱が示されています。

横浜の教育が目指す人づくりは・・・
「自ら学び　社会とつながり　ともに未来を創る人」です。

横浜の教育が育む力は「知　徳　体　公　開」の５つの力です。

横浜の教育の方向性は４つあり、この方向性の４つめが「社会全体で子どもを育みます」で、
これがまさしく、家庭・地域・学校のよりよい連携・協働となります。



第４期 横浜市教育振興基本計画
計画期間：令和４年度～令和7年度

◆施策の目標・方向性

子どもに関する課題や学校の課題の解決と未来を担う子どもたち
の豊かな成長のために、学校が地域（地域住民、保護者、企業、
大学等の様々な個人・団体）と連携・協働することにより、子ど
もたちが社会とつながる機会を創出し、子どもの学びや育ちを支
えます。

【学校運営協議会 と地域学校協働活動の
一体的な推進による地域と学校の連携・協働】

【柱５ 家庭・地域等の多様な主体との連携・協働】
（施策1） 多様な主体とつながる教育の充実

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
第４期　横浜市教育振興基本計画では８つの柱が示されており
その一つの柱5の中に
家庭・地域等の多様な主体との連携・協働
（施策1）　多様な主体とつながる教育の充実が示されています。
◆施策の目標・方向性として

子どもに関する課題や学校の課題の解決と未来を担う子どもたちの豊かな成長のために、学校が地域と
連携・協働することにより、子どもたちが社会とつながる機会を創出し、子どもの学びや育ちを支えると示されていて
これは学校運営協議会 と地域学校協働活動の一体的な推進による地域と学校の連携・協働
を進めていくことだと考えています。




・子どもたちの資質・能力を教育課程で育成する

・小中学校９年間、特別支援学校では12年間で子ども

たちを育む

・高等学校は中期学校経営方針における１３の取組分野

・学校教育目標

教育活動には次のことを関連付けることが必要

※地域と学校の連携・協働は単なるボランティア
の活動や地域行事への参加ではなく、
中期学校経営方針や教育課程と関連した活動。

各学校で定めている
中期学校経営方針

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
教育活動には次のことを関連付けることが必要

・学校教育目標
・子どもたちの資質・能力を教育課程で育成する�・小中学校９年間、特別支援学校では12年間で子ども�　たちを育む�・高等学校は中期学校経営方針における１３の取組分野�
これらのことは各学校で定めている
中期学校経営方針に示されており

地域連携を進める上で各学校が学校教育目標などと結び付けて
考えていくことが重要になります。
単にボランティアが学校で活動することや
子どもたちが地域行事に参加するということではなく
先ほどお話しした中期学校経営方針や各学校が定めている
教育課程と関連した活動が行われています。



地域と学校で、困難や課題を共有し
共に乗り越えていくことが重要。

・子どもたちを取り巻く環境や
学校が抱える課題は、
複雑化多様化している。

・子どもや学校の抱える課題の解決、
未来を担う子どもたちの豊かな成
長のためには、社会総がかりでの
教育の実現が不可欠である。

コロナ禍
GIGAスクール構想
働き方改革
ヤングケアラー

いじめ、不登校
児童虐待、貧困問題
SNSトラブル

地域と学校の連携・協働は、なぜ必要？

学校課題に伴う教職員
の勤務負担

地域社会のつながりや
支え合いの希薄化

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は、複雑化多様化しています。

専任として教師経験の中でエピソード

子どもや学校の抱える課題の解決、子どもたちの豊かな成長のためには、学校だけではなく、社会総がかりでの教育の実現が不可欠となっています。





学校教育目標や学校のビジョンを共有して
一体となって子どもを育むことが大切
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地域と学校で、同じ方向性で
子どもたちの豊かな成長を支えていく

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらのイラストは。リーフレットの見開きの図になります。
左の緑は学校運営協議会、右の青いイラストはCOが中心となる組織、地域学校協働本部です。

また下の機関や団体は学校とつながっている期間や団体

これまで学校はたくさんの御意見をいただきながら、学校運営に反映し取り組みを進めてきました。
しかしこれからは、意見をいただくだけでなく、多くの地域住民や保護者にも、学校と方向性を合わせ、“一体となって” 子供たちの成長に関わっていただけるような体制を作り、
これからの社会においては、子どもたちの教育は学校だけで行うのではなく、地域と学校が学校教育目標や教育ビジョンを共有することで一体となって子どもの豊かな成長を育んでいくことが重要となります







協議に基づいて
アクション

学校運営協議会と地域学校協働活動

地域とともにあ
る

学校運営

児童・生徒指導

・学校運営の基本方針の承認（必須）
・学校運営に関する意見（任意）
・教職員の任用に関する意見（任意）

学校運営協議会
学校運営について

協議

学校

カリキュラム

学校運営
地域

地域学校協働活動
・キャリア教育
・郷土学習
・交通安全
・環境整備
・学習支援

学校評価

学校の自己評価

学校関係者評価

（NPO法人まちと学校のみらい）

学校・地域CO

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校運営協議会は協議を進めていく場である。
図はPDCAサイクルで示していますが
協議の中から学校は学校運営やカリキュラム編成、児童生徒指導に活かすことや
地域は協議での中から学校・地域COを中心とした地域学校協働活動への発展につながることもある。
そのなかで学校評価を行いながら
次年度につなげていくという流れになっている

社会に開かれた教育課程を実現していくための
制度になっている。

プランをCS
DOを学校、地域CO中心
地域学校協働活動に発展




● 横浜市独自の事業
☆ 全国で展開されている仕組み

●学校家庭地域連携事業（学家地連）
中学校区単位で、児童生徒の健全育成を目的にしている。

●まちとともに歩む学校づくり懇話会（まち懇）
ひらかれた学校づくりをすすめるため地域と学校が意見交換を行う場

☆コミュニティ・スクール
（学校運営協議会の設置されている学校）

保護者地域が一定の法的な権限を持って学校運営に参画する。

※横浜市では地域の身近な施設としてコミュニティハウスがあるが、
一部コミュニティスクールという名称になっており、混同することがある。

それぞれの組織の違い・役割の整理



地域と学校をつなぎ、架け橋となり

「地域学校協働活動」を推進する

学校で求める教育支援活動のねらいと、
地域の方々の得意なことを結びつける

学校を支援するボランティアをまとめる

学校・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割

現在 横浜市立学校 465校に設置

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
改めての確認になりますが皆様にになっていただく
学校・地域コーディネーターとは学校と地域をつなぐ人、学校と地域の架け橋となります。
皆さんの学校にもすでにこのような形で進められている方々がいると思います。

その役割としては、
○学校で・・・
○学校を・・・
の２点が挙げられます。

そして、各学校の地域学校協働活動を推進していただく役割を
担っていただきたいと思っています。

現在、横浜市では459校に学校・地域コーディネーターが配置されています。




地域の資源
ボランティア人材

学校の要望
・ キャリア教育を

したい

・ 見守りボランティア

を探したい

学校・地域コーディネーター

・つなぐ人、地域と学校の架け橋
・学校の要望と、地域の資源を結ぶ
・ボランティアをまとめる

「学校・地域コーディネーター」とは

学校・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
あくまで学校に関わる人をつなげていく役割
そのために学校としっかりとコミュニケーションをとることで
学校の現状やニーズを把握することが大切だと考えます。

その活動はなぜ行うのか目的を共有し関わってもらう方にも理解してもらう
そこは人のつながりなのでコミュニケーションが大切になり
ニーズを共有していくことが大切

あくまで本部やコーディネーターさんが何かを活動するのではなく
地域と学校をつなぐ役割であり学校に関わる人を増やしていく
とCO養成講座ではお話しさせていただいています。

また地域学校協働活動とはすでに皆さんの学校でも行われている活動であり
環境整備や見守り、学習支援やキャリア教育の支援などがあげられます。

授業への関りや学校行事の支援等様々なことがあります
その活動を充実させていくためにも学校・地域COの役割は大切です。




「地域学校協働本部」とは

既存の地域 と学校の連携体制をもとに、地域学校協
働活動推進員（学校・地域 コーディネーター）が中
心となって地域、関係の団体などと緩やかなネット
ワークで形成された体制です。

地域学校協働本部

１ コーディネート機能

２ 多様な活動（より多くの地域住民の参画）

３ 継続的な活動（継続・安定）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
地域学校協働本部は、（学校・地域 コーディネーター）が中心となって
多くの地域の方や団体等の参画によって地域学校協働活動 を推進する体制です

求められる３つの要素が示されていますが、
３つめは、継続的な活動です。たくさんの方々に単発ではなく継続的に参画していただき、安定した活動を進めていきます。
また管理職や職員の異動があってもCOの存在によって活動が続いていきます





これらが
地域学校
協働活動

コーディネーターが中心と
なって、ネットワークを形成

地域学校協働本部

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
先ほど説明したことがイラスト

活動を行うために地域人材や資源を
学校とつなげより良い活動のためのコーディネートをしてくれる
COが中心の本部


ヒガカモ放学び場、職場体験企業紹介
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先生方にもプラス

自校での経験から何か例として話せたら・・・




活動における注意点

・ 学校教育は、教育課程に基づいて行われています。

・ 授業ボランティアは学習のねらいに沿って活動します。

・ 行事日程や時間割があるので、早めに調整します。

・ 事前に必ず学校に確認をしてから、活動を始めます。

アンテナ

学校のニーズ 地域の思い

学 校 地 域

重要‼

・ 個人情報の扱いへの配慮など、守るべきことがある。

活動における注意点

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次に、活動における留意点です。
・授業はねらいに沿って進められていますので、事前に先生と学習支援の内容をきちんと確認してください。読み聞かせが５分だった場合、延長して１０分も読んでしまうと、その後の学習の予定に支障が出てしまいます。
・学校教育は、教育課程に基づいて行われています。どんなに素晴らしい活動も、教育課程から外れているものは実施ができません。。
・学校は年間の行事計画や学習計画、時間割に基づいて教育活動を進めている。小学校も中学校も１つのクラスや学年の変更が全体に及んでしまうため、時間割の変更はなかなか難しいので、早めに学校にご相談ください。
・何か活動を始めようとする場合は、必ず早めに学校にご相談を。共通理解、共通認識の上で活動を進めていくことが、スムーズな活動につながる。
・個人情報の扱いや配慮事項等守るべきこともあります。
そのためには、情報をキャッチする高いアンテナが必要で
学校のニーズ、地域の思い→その情報をキャッチして、それらをつなげることにつながる




× やらなければならない活動

× やりたい活動

○ 学校のニーズにあった活動

○ 教育課程と関連した活動

持続可能な活動への発展

目標やビジョンを、地域と学校で共有し、

すでに行われている活動を活かしながら、

「できる範囲で」「できる人が」「できるこ
とを」「持続的」に行うことが大切。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「地域学校協働本部に対し
「やってください。」「やらなければならない。」という活動はありません。
やりたい活動をする場ではありません。
今ある活動をよりよくしてもらいたいCO養成講座

大切なことは、目標が地域と学校で共有し活動を進めるために
しっかりとコミュニケーションをとり、お互いがニーズを共有し目的に沿った取組につながる。
活動の中心は子ども

逆もある
様々な機関や団体が子どもや学校に関わらせたい
COつながりたいというような話も増えてきている
教育課程や学校にニーズにあっているか考えたうえで
学校と相談し進めていただきたい。

教育課程とは授業や行事の全体計画であり、学校として細かく決まっているものです。
その計画に沿った活動をお願いします。



地域学校協働活動推進員に期待される役割とは

学校・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割

① 地域や学校の実態に応じた地域学校協働活動の企画・立案

② 学校や地域住民、団体、機関等との連絡調整

③ 地域ボランティアの募集・確保

④ 地域学校協働本部の事務処理・経費処理

⑤ 地域住民への情報提供・助言

（地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引きより）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
文部科学省が発出している手引きに地域学校協働活動推進員に期待される役割として
1～5については示されています。
皆様方はこの部分について、すでに行われていることなのではないかと思いますが
改めて確認させていただきます。





環境整備
・花壇の整備

・図書室の整備
・見守り活動

安全防災活動
・防災マップ作り

・地域合同防災訓練

学習支援
・学習補助

・学校行事補助
・放課後学び場

部活動指導
・部活動の支援

・外部指導者派遣

地域学校協働活動の例

キャリア教育
・職業講話、体験

・福祉体験、妊婦体験
・面接練習
・LP学習等

○保護者や地域住民等の参画による
幅広い教育活動・学校協力活動

○各学校・各地域にて実施
※各校によって内容は違います。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
活動例ですが　　いくつかあります・・・下の○は細かく説明しない。
○学習支援・・・
○環境整備・・・
○安全防災活動・・・
○部活動指導等・・・　等があります
小学校と中学校では活動の違いは大きい
学校地域コーディネーターだけでなく、PTA活動と協力しながらの活動も含まれています。




教科活動

地域学校協働活動の例

・学校の教育課程内で行う授業補助

・体験学習、活動 ・本の読み聞かせ

・職業体験 ・職業講話 ・郷土学習

・放課後等学習支援 ・環境整備

・学年における体験活動 ・地域行事への参画

・国際交流 ・パラスポーツでの交流

特別活動や総合的な学習の時間

環境整備・登校見守り活動・安全防災活動

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ここでは大きな枠組みとして３つの枠でわけています。
各学校で行われている内容だと思いますが
実施内容については各学校で異なる部分もあります。

すでにコーディネーターの皆様には、このような活動をするにあたって
各専門家や地域の方々をつないでいただいていると思います。



　





○学校と保護者や地域の方々が力を合わせて学校の運
営に取り組むことができる仕組み
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コミュニティ・スクールとは

・「学校運営協議会」とは・・・

学校の運営や必要な支援に関して協議する機関のこと

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５）

法律に基づき、学校運営協議会の役割や権限が明確化され
ているため、保護者や地域住民等が学校だけに任せること
なく、学校運営の当事者として、自立した学校と対等な立
場で、継続して学校運営に関わることができる

学校運営協議会を設置した学校をコミュニティスクール

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校運営協議会を設置した学校をコミュニティスクール。
学校と保護者や地域の方々が力を合わせて学校の運営に取り組むことができる仕組み
であり学校教育目標や社会に開かれた教育課程を実現するために、学校と保護者や地域の方々で子どもをとも
に育てていくことが目的とされています。
「学校運営協議会」とは・・・
学校の運営や必要な支援に関して協議する機関であり、法律に基づき、
学校運営協議会の役割や権限が明確化されているため、
保護者や地域住民等が学校だけに任せることなく、学校運営の当事者として、
自立した学校と対等な立場で、継続して学校運営に関わることができる






○学校と目標やビジョンを共有した応援団

現在 横浜市立学校 502校に設置

○学校と保護者や地域の方々が力を合わせて子どもを育て、

学校の運営に当事者意識を持って参画することで、様々

な取組が活性化取り組むことができる仕組み

学校運営協議会とは？

21
令和７年４月1日現在

○学校運営と必要な支援について学校と地域が目標や課題を

共有し協議する合議制の機関

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）

○協議や承認を通して、学校運営の強化を図り

校長の学校経営のビジョンを実現するためのツール

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校運営協議会は、

上の○で示された文章の通りであるが

・委員は学校と目標やビジョンを共有し、その実現に向けた応援団
OKやりなさいよではなく、よし一緒にやりましょう。レッツという意味合いが強い。
学校運営協議会は、現在499校に設置されています。
今後も全校設置に向けて進めていく。



○教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める

事項について教育委員会に意見を述べることが

できる

→学校の基本方針を踏まえて、実現しよう

とする教育目標に適った意見

○校長が作成する学校運営の基本方針の承認

→目標やビジョンを共有。ともに子どもを育てる。
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○学校運営について校長または教育委員会に意見を

述べることができる

→個人の意見ではなく、合議体の意見

学校運営協議会の主な機能、権限
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５）

保護者や地域住民の意見を反映
→学校運営の改善・強化を図る仕組み

意見書の提出

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校運営協議会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められており
主な機能や権限においては大きく3つ定められている。

○校長が作成する学校運営の基本方針の承認
○学校運営について校長または教育委員会に意見を
　述べることができる
○教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める
   事項について教育委員会に意見を述べることが
　できる

協議会で熟議された結果
協議会より会長から校長の確認をもって
意見書を提出することができる
不要施設の撤去
英語教諭の話
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学校と地域が課題を認識し、共通の目標やビジョンを持
つ

○育てたい子ども像
〇児童・生徒指導上

の課題、いじめ
不登校への対応

〇働き方改革

○学校と地域、保護者
が一緒にやれること

○教育に地域の力を
どう生かすか

〇学力向上
キャリア教育

○防災、防犯、
交通安全の取り組み

○校種間連携に
よる活動の充実

（幼保小連携、小中
高連携、小中特支、
高大連携）

目標やビジョンを共有
本音で話し合う

子どもを中心にした
熟議の場の構築

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
◎近年、学校や地域が抱えている課題は複雑かつ多岐にわたっており、学校だけ、地域だけで解決するこ
とが難しくなっています。そのため、学校は地域の意見を取り入れ、地域との連携・協働を図りながら教
育活動を展開していく必要があります。
学校運営協議会は、学校と地域が課題を認識し、共通の目標やビジョンを持つことから始まります。

一方的な学校からの報告で終わるのではなく
テーマを設定した熟議の場を持つ学校が増えてきています。
ここには各学校で実際にテーマとして挙げられている内容です。
ただ協議会を実施するにあたってねらいやテーマについては
各学校によって異なります。
教師の働き方について課題になっているので
テーマにして進めている学校は増えてきています。

目標やビジョンを共有し、本音で話し合う
子どもを中心にした熟議の場の構築を進めていくことを
国も示している。

令和６年７月８日　地域との連携の場の活用について(依頼
教育委員会全体として、いじめ、不登校等の課題について、再発防止に向け
て全力で取り組んでいる所ですが、その解決には、学校、教育委員会のみではなく、
地域や家庭との連携も非常に重要となっています

学校、地域、家庭と連携したいじめ、不登校への取組例
・学校運営協議会での「熟議」や、児童生徒の横浜子ども会議の取組報告
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学校における働き方改革の実効性の向上のために

○令和５年９月８日

文部科学省初等中等教育局長、文部科学省総合教育政策局長

「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提

言）」（令和５年８月 日中央教育審議会初等中等教育分科会質

の高い教師の確保特別部会）を踏まえた取組の徹底等について

（通知）より

２．学校における働き方改革の実効性の向上等

（1）地域、保護者、首長部局等との連携協働

① 保護者や地域住民等の理解・協力を得ながら取組を進めていく

ため、学校は、業務の適正化に向けて、学校における働き方改革

について学校運営協議会等の場で積極的に議題として取り扱うこ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校における働き方改革の実効性の向上のために昨年度文部科学省より通知が発出されました。

「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」
（令和５年８月 日中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会）
を踏まえた取組の徹底等について（通知）より
２．学校における働き方改革の実効性の向上等
（1）地域、保護者、首長部局等との連携協働
① 保護者や地域住民等の理解・協力を得ながら取組を進めていくため、
学校は、業務の適正化に向けて、学校における働き方改革について
学校運営協議会等の場で積極的に議題として取り扱うこととされています。

今後、各学校において教師の働き方について議題に挙がることが
増えてくると思います。
皆様方には学校運営に関わる当事者として
学校の状況を踏まえ、教育現場の現状を理解したうえで
お力添えいただきたいと考えています。




学校運営協議会の様々な形態
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中
学
校

小
学
校

小
学
校

ブロックの学校に

よる合同設置

中
学
校

小
学
校

小
学
校
小
学
校

中
学
校

小
学
校

ブロックの一部の

学校による合同設置

中
学
校

小
学
校

小
学
校

単独の設置

令和７年４月１日現在

学校運営協議会は複数校での設置も可能

502校 に 382 協議会設置
単独設置は 315協議会

合同での設置は 67 協議会

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
設置の形態はさまざま
・単独　一つの学校についてより具体的な話になる
・ブロックやブロックの一部と合同においては９年間で育てる子ども像やその地域全体で子どもをみていく
など学校や地域の実態、また校長先生方の考えや思いによって違います




① 学校教育目標を理解

② 地域と学校をつなぐ

③ 教育課程を理解

④“子どもを育てる”視点
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学校運営協議会 委員の役割

委員は当事者意識をもった理解者。
一緒に学校運営に参画する。

合議体の機関

個人情報・守秘義務の扱い

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
委員の役割
委員になられる方々は当事者意識をもった理解者です。
一緒に学校運営に参画する意識をもっていただきたいと考えています。

大きく４つ挙げています。
①学校教育目標もそうですが、中期学校経営方針等を理解していただくことは重要になります
②地域と学校をつなぎ学校の応援団ではありますが、当事者意識を持ち関わっていただきたいと考えています。
③教育課程を理解していただき、学校の現状を理解していただきたいと思います。

様々なカテゴリー、分野の方が会に参加をしていただき、
違った視点から意見をいただくことが可能です。

教育委員会の非常勤職員として委員を任命していることから
個人情報の扱いや守秘義務などが発生します。
これにより対等な立場での話し合いが可能であり
より具体な話合いが各学校によって実施されています。



改めて活動につなげるために大切なこと

①今年度の学校の方針を把握する

④時期、タイミング、伝え方が重要

⑤キーマンになる人との関わり

③CO間の方向性の確認、役割分担

⑥定期的な打ち合わせ、振り返り

②コミュニケーション、信頼関係の構築

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ここには改めて大切な視点として5つあげています。
①については管理職や担当が変更することがある。その場合、考え方やビジョンがそれぞれ違うことで活動に変化が生まれることがある。お互いに丁寧にコミュニケーションを図ることで改めて信頼関係を作ることが重要。
②学校には行事や学年の動きなど様々な現状がある。時期タイミングによっては実施可能なものとそうではないものがあるとは思いますが、時期やタイミングを考えることで実施可能になることも考えられるので状況を確認しながら進めていくことが大切。
③学校には管理職だけでなく、教務主任や学年主任、児童指導専任、生徒指導専任、特別支援コーディネーター、司書教諭、養護教諭、技術員さん、など様々な役割を持っている先生方がいる。学校の行事予定や月予定を確認し、学校の流れを把握し、キーマンになる先生方と関わりをもつことで活動につながりをもつことも可能。
④学校側との打ち合わせを定期的に行っていくことや活動が終わった後の振り返りを行うことは大切です。次年度に活動をつなげ、より良い活動にブラッシュアップしていくためにも振り返りは大切です。
⑤活動を広げていくことやCOの活動を周知していくために様々なツールを効果的に活用していくことが考えられます。
　有効なアプリの活用やグーグルフォームなどを上手に活用している学校もあるようです。
　今年度より運用が始まったすぐーるなども活用することもできるかもしれません。
　管理職の先生に相談してみてもいいのではないでしょうか。
　


　





講演・交流会

「学校地域コーディネーターとしての
活動を進めるにあたって 」
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講師
高橋由美子 氏

横浜市学校地域コーディネーター連絡会
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「学校運営協議会」「地域学校協働本部」の充実に向けて

令和７年度 研修会編

【教職員対象】 （1/30・2/5）
「学校運営協議会」と「地域学校協働活動」の一体での推進について

【協議会委員対象】 （6/27・7/4）
「学校運営協議会」と「地域学校協働活動」の一体での推進について

方面別 学校・地域コーディネーター研修・交流会①（5/21）

【教職員対象】（12/4・12）

何故、社会とつながる学びが必要なのか

【教職員・協議会委員・コーディネーター】（10/21・28）
学校運営協議会委員・学校・地域コーディネーター・教職員合同研修

様々な場面でコーディネーターさんの存在や役割を周知していきます

方面別 学校・地域コーディネーター研修・交流会②（11/13）
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改めて・・・
学校・地域コーディネーターという

立場を大切にしながら

つながり

コミュニケーションを大切に！

今日のこの場でのつながりを

今後に活かしてください。
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